
入札公告変更の公告 

 

令和５年 12 月６日 

一般財団法人茨城県環境保全事業団 

理事長 横山 伸一 

 

 

 以下の入札公告について、変更が生じたため、公告します。 

 

 公告日 令和５年 11月 30 日 

  件名：（仮称）新産業廃棄物最終処分場建設工事 

 

 変更内容 

  評価項目及び評価基準 

※変更点は下表のとおり 

 

  



新（変更後） 旧（変更前） 
 

評 価 項 目 配点 評価基準 評価点 

ア 工事成績評定 

当該発注工事と同一業種の過去の

工事成績評定点（共同企業体の構成員

の場合は出資比率20％以上）の平均値

(小数点以下第２位四捨五入)により

評価する。 

評価の対象は、平成 30 年４月１日

から令和５年３月 31 日までに竣工し

た茨城県土木部発注の１千万円以上

の各構成員が対象とする工事（土木一

式工事、建築一式工事、清掃施設工事

又は機械器具設置工事）の評定点と

し、共同企業体の各構成員の評価対象

評定点のすべてを平均した点数（小数

点以下第２位四捨五入）によって評価

する。 

なお、対象となる評定点がない場合

は、平均値を 65.0 点とみなす。 

3.0 点「80 点以上」 3.0 点

「78 点以上 80 点未満」 2.5 点

「76 点以上 78 点未満」 2.0 点

「74 点以上 76 点未満」 1.5 点

「72 点以上 74 点未満」 1.0 点

「72 点未満」・対象無し 0 点

イ 代表構成員の施工実績 ～ キ 代表構成員及び構成員の若手又は女性技術者の配置 （略） 

ク 代表構成員及び構成員の登録基

幹技能者の配置 

当該工事で指定した職種の登録基

幹技能者を配置する場合に評価する。 

評価の対象は、登録機械土工基幹技

能者又は登録土工基幹技能者であり、

元請業者又は下請業者が雇用する者

とする。 

1.0 点 登録機械土工基幹技能

者又は登録土工基幹技

能者の配置有り 

1.0 点

登録基幹技能者の配置

無し 

0 点

小計 ～ 合計  （略） 

 
 

評 価 項 目 配点 評価基準 評価点 

ア 工事成績評定 

当該発注工事と同一業種の過去の

工事成績評定点（共同企業体の構成員

の場合は出資比率20％以上）の平均値

(小数点以下第２位四捨五入)及び工

事件数により評価する。 

評価の対象は、平成 30 年４月１日

から令和５年３月 31 日までに竣工し

た茨城県土木部発注の１千万円以上

の各構成員が対象とする工事（土木一

式工事、建築一式工事、清掃施設工事

又は機械器具設置工事）の評定点と

し、共同企業体の各構成員の評価対象

評定点のすべてを平均した点数（小数

点以下第２位四捨五入）によって評価

する。 

なお、対象となる評定点がない場合

は、平均値を 65.0 点とみなす。 

3.0 点「80 点以上」 3.0 点

「78 点以上 80 点未満」 2.5 点

「76 点以上 78 点未満」 2.0 点

「74 点以上 76 点未満」 1.5 点

「72 点以上 74 点未満」 1.0 点

「72 点未満」・対象無し 0 点

イ 代表構成員の施工実績 ～ キ 代表構成員及び構成員の若手又は女性技術者の配置 （略） 

ク 代表構成員及び構成員の登録基

幹技能者の配置 

当該工事で指定した職種の登録基

幹技能者を配置する場合に評価する。 

評価の対象は、登録土工基幹技能者

（又は登録土工技能者）であり、元請

業者又は下請業者が雇用する者とす

る。 

1.0 点 登録土工基幹技能者

（又は登録土工基幹技

能者）の配置有り 

1.0 点

登録基幹技能者の配置

無し 

0 点

小計 ～ 合計  （略） 



 


